
【日時】
・令和元年10月3日（木）・4日（金）・7日（月）・8日（火）　 規制個所は下図の 「規制範囲①」 となります。
・令和元年10月9日（水）～11日（金）　 規制個所は下図の 「規制範囲②」 となります。
・令和元年10月18日（金）・23日（水）～25日（金）・28日（月）　規制個所は下図の 「規制範囲③」 となります。
・令和元年10月1日（火）・2日（水）・29日（火）～31日(木) 規制個所は下図の 「規制範囲④」 となります。

※規制時間帯　夜間22：00～翌5:30（規制開始～規制解除）

【規制範囲】

※携帯電話工事は　2019年9月12日　から　2020年7月末日　を予定しております。
この期間、都度 車線規制を行いますのでご理解・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

【お問い合わせ】
施工会社：　㈱ ミライト 西日本支店　℡　06-6531-9275

布引・第二布引トンネル　夜間 片側車線規制について

このたび、山麓バイパス 布引・第二布引トンネル内において携帯電話設備の更改工事を実施させて
　　　　頂くこととなりました。これに伴い、下記内容のとおりトンネル内の片側車線規制を行います。

ご通行の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。

第2布引トンネル

規制範囲①

走行車線規制

第2布引トンネル

規制範囲②

走行車線規制

布引トンネル

規制範囲③

追越車線規制

布引トンネル

規制範囲④

追越車線規制



山麓バイパス（西行）

天王谷インタ－

3.3

第二布引トンネル

布引トンネ
ル 山麓バ

イパ
ス（東

行）

布引トンネル

中央ポンプ室

第二
布引ト

ンネル

第
２ポン

プ室

再
度
避

難
坑

再
度
第
２
地
下
換
気
所

再度第１地下換気所

山麓バイパス（東行）

第２避難通路坑

第１非常駐車帯

第２非常駐車帯

再度非常駐車帯

第２非常駐車帯

新幹線排気孔

山麓バイパス（西行）

第二布引トンネル

布引トンネル

第１非常駐車帯

山麓バイパス（西行）

第３非常駐車帯

第
１

避
難

連
絡
坑

第１ポンプ室

第二布引トンネル

山麓バイパス（東行）

布引トンネル

アンテナ配置図（２）へ

山麓バイパス（東行）

0.0

布
引
オ
フ
ラ
ン
プ
（
三
の
宮
）
ト
ン
ネ
ル

布
引
オ
フ
ラ
ン
プ
（
生
田
川
）
ト
ン
ネ
ル

布引トンネル

TN

バス停

非常口（４）

第二布引トンネル

布
引
地
下
換
気
所

山麓バイパス（西行）

新
神
戸
ト
ン
ネ
ル
（
北
行
）

-0.2
-0.3

3.2 3.1

3.0

3.1

2.1

1.4

0.3

0.1
1.7

3.0 2.9
2.8

2.
7

2.
6

2.
5

2.
4

2.
3

2.2

2.1

2.0 1.9
1.8

1.51.6
1.4

0.9
0.8

0.7
0.6 0.5

0.4

0.3
0.2

0.0

0.3

0.1

0.2

0.4

1.0
0.9

0.8
0.7

0.6 0.5

1.1

1.2

1.3

1.5

1.7

1.6

1.8

1.9

2.0

2.2
2.3

2.
6

2.4

2.
7

2.8

2.9

2.
5

1.3
1.2

1.1
1.0

0.1

再度避難坑

第２非常駐車帯

生田川出口三宮出口

布引トンネル
→

布引トンネル
→

規制範囲④
1.8kp～0.3kp

規制範囲③
3.0

kp～
1.5

kp

規制範囲詳細 布引トンネル



TN

山麓バイパス（西行）

天王谷インタ－

第二布引トンネル

布引トンネル 山麓バイパス（東行）

布引トンネル

中央ポンプ室

第
二
布引

ト
ン
ネ
ル

第
２
ポ
ン
プ室

再
度

避
難
坑

再
度
第
２
地
下
換
気
所

再度第１地下換気所

山麓バイパス（東行）

第２避難通路坑

第１非常駐車帯

第２非常駐車帯

再度非常駐車帯

第２非常駐車帯

新幹線排気孔

山麓バイパス（西行）

第二布引トンネル

布引トンネル

布引トンネル

山麓バイパス（東行）

第二布引トンネル

第１ポンプ室

第
１
避
難
連

絡
坑

第３非常駐車帯

山麓バイパス（西行）

第１非常駐車帯

布
引
オ

フ
ラ

ン
プ
（
三

の
宮

）
ト

ン
ネ
ル

布
引
オ
フ
ラ
ン
プ
（
生
田
川
）
ト
ン
ネ
ル

第二布引トンネル

バス停
布
引
地
下
換
気
所

山麓バイパス（西行）

新
神
戸
ト
ン
ネ
ル
（
北
行
）

新
神
戸
ト
ン
ネ
ル

国
道
２
号
入
口

布
引
オ
フ
ラ
ン
プ
（
生
田
川
）
ト
ン
ネ
ル

新
神
戸
ト
ン
ネ
ル

第
２
連
絡
坑
(人

･車
)

第
２
非
常
駐
車
帯

第二布引トンネル（西行）

0.40.5

3.3 3.2 3.1 3.1

3.0

3.0 2.9
2.8

2.
7

2.
6

2.
5

2.
4

2.
3

2.9
2.
8

2.
7

2.
6

2.3

2.4

2.2
2.1

2.2

2.1
2.0

1.9
1.8

1.6

1.7

1.5
1.4

1.3
1.2

1.1
1.0

0.9
0.8

0.7
0.6 0.4

0.3

2.0
1.9

1.8 1.7
1.6 1.5 1.4 1.3 1.2

1.1
0.91.0

0.8
0.7 0.5

0.6

0.3

0.4

0.2

0.1

0.0

-1.0
-1.1

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.2
1.1

再度避難坑

再度非常駐車帯

← 第二布引トンネル

←
第二布引トンネル

規制範囲①
1.7

kp～
3.0

kp

規制範囲② 0.1kp
～2.0kp

規制範囲詳細 第二布引トンネル




